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２０２６年３月１６日 

お客さま各位 

                                      

手形・小切手の全面的な電子化に向けた取り組みに関するお知らせ 

 

平素は当金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

 当金庫では、政府が進める「手形・小切手の全面的な電子化」に向けた取り組みの一環として

下記の対応を実施いたします。 

 現在、手形・小切手をご利用のお客さまにおかれましては、「でんさい（電子記録債権）サー

ビス」のご利用および「事業者用インターネットバンキングサービス」によるお振込みのご利用

など、電子的な決済手段への移行を早急にご検討いただきますようお願い申し上げます。 

 

記 

１． 自己宛小切手の発行取り扱い 

   ２０２６年３月３１日（火）店頭窓口受付分をもちまして取り扱いを終了いたします。 

 

２． 当座預金の払戻請求書による払戻し取り扱い 

   ２０２６年４月１日（水）より取り扱いを開始いたします。 

  ・お取引店（口座開設店）のみ取り扱いが可能です。 

  ・当座勘定入金帳または当座預金キャッシュカードの同時ご提示が必要です。 

 

３． 未使用の当金庫発行手形帳・小切手帳の買戻し（２０１９年１０月１日以降発行分） 

   ２０２６年４月１日（水）より２０２７年３月３１日（水）取引店窓口受付分まで取り扱
いをいたします。 

  ・未使用の当金庫が発行した手形帳・小切手帳のみ発行時の手数料金額にて買戻しさせてい
ただきお客さまの当座預金口座に入金いたします。 

  ・その他諸条件がございますので詳細は窓口または営業担当者にご確認ください。 

 

４． 当金庫振出手形・小切手の最終振出期限（振出日）の設定 

   ２０２６年９月３０日（水）までとさせていただきます。 

※小切手については、お客さまご自身が店頭窓口で呈示される現金支払、振替、振込等は振
出期限に関わらず引き続きご使用いただけます。 
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５． 他行庫振出手形・小切手の代金取り立て取り扱いおよび預金入金取り扱い 

   手 形：２０２６年９月３０日（水）店頭窓口受付分まで取り扱いいたします。 

      ※振出日および支払期日が２０２６年９月３０日（水）以前の手形に限ります。 

 

   小切手：２０２６年９月３０日（水）店頭窓口受付分まで取り扱いいたします。 

      ※振出日が２０２６年９月３０日（水）以前の小切手に限ります。 

      ※歳入の証券納付の場合を除きます。 

 

６． 当金庫振出手形・小切手の代金取り立て取り扱いおよび預金入金取り扱い 

   手 形：２０２７年３月２６日（金）店頭窓口受付分まで取り扱いいたします。 

      ※振出日が２０２６年９月３０日（水）以前で支払期日が２０２７年３月３１日 

（水）以前の手形に限ります。 

 

   小切手：２０２７年３月２６日（金）店頭窓口受付分まで取り扱いいたします。 

      ※振出日が２０２６年９月３０日（水）以前の小切手に限ります。 

 

７． 当金庫振出手形の手形割引に関する取り扱い（※でんさい手形割引を除く） 

   ２０２６年１２月３０日（水）当金庫受付完了分まで取り扱いいたします。 

  ※支払期日が２０２７年３月３１日（水）以前かつ振出日が２０２６年９月３０日（水） 

   以前の手形に限ります。 

 

８． 他行庫振出手形の手形割引に関する取り扱い（※でんさい手形割引を除く） 

   ２０２６年１２月３０日（水）当金庫受付完了分まで取り扱いいたします。 

  ※支払期日が２０２７年３月３１日（水）以前かつ振出日が２０２６年９月３０日（水） 

   以前の手形に限ります。 

 

以 上 

 

＜本件についてのお問合せ＞ 

ビジネスパートナー部 

 ０１２０-１８-３８６８（受付時間：平日 9時～17 時） 



　※　振出日が2026年9月30日以前で支払期日が2027年3月31日以前の手形に限ります

　※　振出日が2026年9月30日以前の小切手に限ります

　※　振出日および支払期日が2026年9月30日以前の手形に限ります

　※　振出日が2026年9月30日以前の小切手に限ります

　※　振出日が2026年9月30日以前で支払期日が2027年3月31日以前の手形に限ります

※　各お取扱いには所定の条件があります。詳細はお取引店へお問い合わせください。

● 手形割引のお申込みを希望されるお客さま

手形・小切手の全面的な電子化に向けた取り組み（店頭窓口スケジュール）

お取り扱いできません

お取り扱い
できません

お取り扱いできません

お取り扱い
できません

お取り扱いできません
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2026/03 2026/04 2026/05

2026/01

● 手形・小切手をお受取りのお客さま

● 自己宛小切手のお申込み

● 手形・小切手を振出しされるお客さま

2026/01 2026/02 2026/10 2026/11 2026/12

お取り扱いできません

2026/06 2026/07 2026/08 2026/09 2027/042027/01 2027/02 2027/03

支払地

当金庫

自己宛小切手の発行 2026年3月31日まで

手形・小切手の最終振出期限 2026年9月30日

払戻請求書による払戻し 2026年4月1日より取扱開始

未使用手形帳・小切手帳の買戻し 2026年4月1日より2027年3月31日まで ※2019年10月1日以降に発行したものに限ります

2027年3月26日まで

2027年3月26日まで

手形割引の受付 2026年12月30日までの受付

支払地

他行庫

手形 入金・取立受付

小切手 入金・取立受付

手形 入金・取立受付

小切手 入金・取立受付

2026年9月30日まで

2026年9月30日まで
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電子化することで、「コスト削減」「事務負荷軽減」「リスク低減」等のメリットがあります。

●政府方針を受けて、多くの金融機関では2027年３月を待たずに前倒しで
手形・小切手の取扱いを縮小する動きを示しています（手形帳・小切手帳の
発行終了や2027年４月以降を期日とする手形等の代金取立受付の終了等）。

●事業者さまによっては、電子的決済サービスへの切替えには時間がかかる
場合があります。

1 2 3コスト削減 事務負荷軽減 リスク低減
電子化の
メリット

STEP

2
STEP
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取引先へ
ご案内

社内の
導入準備

2027年３月末までに
電子化しないとどうなるの？

金融機関へ
ご相談/申込

全国銀行協会のウェブサイトでは、紙の手形・小切手の電子化に関する情報等を掲載中！

詳しくは、取引金融機関にお問い合わせください！

STEP

1

事業者さまの電子化支援や
資金繰り支援等のサポートを
行っている金融機関もあり

でんさい等の電子記録債権・
インターネットバンキングによる
振込等への切替えを案内

でんさい等の電子記録債権や
インターネットバンキングによる振込等があります。

電子的決済サービスには
何があるの？

事務手続きや管理手順の見直し
を行い初期設定

かんたん３ステップで導入できます。

?

?

?

電子的決済サービスの導入は
難しくないの？

￥

事業者さまにおいて、これまでどおりの手形・小切手の利用が
できなくなる可能性があるため、早期に電子的決済サービス
への切替えのご検討をお願いします。

郵送料
印紙代
取立手数料

現物管理
手書き・ゴム印
印紙・押印・発送

紛失・盗難の
心配がなく、
災害に強い


